
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 垂水処理場市民開放用地整備工事 

契約変更後の工事概要 

 ・基盤整備工    １式 

 ・施設整備工    １式 

 ・修景施設整備工  １式 

  

契約変更の理由 

① 本工事の敷地造成工においては、他工事流用土と購入土を盛土材料とする盛土工を

計画していた。このうち、他工事から受け入れを予定していた流用土のうち約

5,700m3 が性状不良により利用不可となったため、購入土の追加が必要となり、敷地

造成工が増工となる。 

② 計画地盤高を再設定する修正設計に伴い、雨水排水計画についても見直しを行い、既

存の雨水排水施設の利用により新設施設を減らすことができた。これにより雨水排

水整備工が減工となる。 

③ 工事範囲に含まれる既設緑道周辺の植栽について、老朽化が確認された範囲の植栽

を撤去した。伐採した植栽の復旧方法について、地元自治会等と協議し、沿道部につ

いては植栽工を実施することとなった。これにより植栽工が増工となる。 

④ 現地確認の結果、既存施設（照明設備、パーゴラ、石積み擁壁、フェンス等）の一部

について、補修を要する老朽化が確認されたため、本工事で補修することとなった。 

これにより、基盤整備、施設整備の各工種において増工が生じる 

 

 


